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東
大
寺
が
兵
庫
関
で
獲
得
し
た
「
顕
密
御
願
料
」
の
検
討

曽
　
根
　
佑
　
規

は
じ
め
に

　

現
在
の
神
戸
市
兵
庫
区
の
海
岸
部
は
中
世
に
お
い
て
「
兵
庫
嶋
」
と
呼
ば
れ
、
そ

こ
に
は
「
兵
庫
関
」
と
呼
ば
れ
る
関
所
が
設
け
ら
れ
た
。
兵
庫
関
は
、
東
大
寺
の

「
兵
庫
北
関
」
と
興
福
寺
の
「
兵
庫
南
関
」
が
そ
れ
ぞ
れ
朝
廷
か
ら
の
寄
進
を
受
け

て
関
所
経
営
を
行
っ
た
。
一
五
世
紀
頃
に
な
る
と
史
料
上
で
は
、
各
関
所
を
ま
と
め

て
「
兵
庫
北南
両
関
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
東
大
寺
が
管
理
し
た
兵
庫

北
関
の
税
徴
収
に
関
す
る
帳
簿
で
あ
る
「
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
」
の
発
見
は
、
そ
の

史
料
的
性
格
か
ら
瀬
戸
内
海
交
易
の
流
通
に
関
す
る
研
究
を
加
速
さ
せ
、
兵
庫
嶋
が

瀬
戸
内
海
交
易
の
集
積
地
・
要
港
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
識
づ
け
た

　（1）
。

　

一
方
で
、
東
大
寺
や
興
福
寺
が
兵
庫
関
を
獲
得
で
き
た
理
由
や
関
所
経
営
に
関
し

て
の
研
究
は
、
先
述
の
「
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
」
の
研
究
に
対
し
て
圧
倒
的
に
乏
し
く
、

未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
部
分
も
多
い

　（2）
。
鎌
倉
期
か
ら
関
所
経
営
を
行
っ
て
い
た
東

大
寺
が
関
所
の
寄
進
を
受
け
た
際
の
院
宣
に
は
（
返
り
点
は
著
者
が
記
入
し
た
）　（3）
、

　
　

摂
津
国
兵
庫
嶋
升
米
事
、
永
代
所
レ
被
レ
寄
二
附
東
大
寺
八
幡
宮
一
也
、
於
二
嶋
修

　
　

固
一
者
、
寺
家
致
二
其
沙
汰
一
、
以
二
余
剰
一
可
レ
為
二
顕
蜜
御
願
之
料
所
一
、
然
者
、

　
　

西
国
往
反
之
船
、
不
レ
論
二
神
社
仏
寺
権
門
勢
家
領
土
貢
一
、
云
二
上
船
石
別
升
米
一
、

　
　

云
二
下
船
置
石
一
、
任
二
先
例
一
、
可
レ
致
二
其
沙
汰
一
之
由
、
可
レ
有
二
御
下
知
一
之

　
　

由
、
院
御
気
色
所
候
也
、
仍
言
上
如
レ
件
、

　
　
　
　

延
喜
元
年
十
二
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

経
親
奉

　
　

進
上　

東
大
寺
別
当
僧
正
御
房

　
　
　

追
言
上

　
　
　

雑
船
事
、
任
二
傍
例
一
、
可
レ
致
二
沙
汰
一
之
由
、
同
可
レ
有
二
御
下
知
一
、

と
あ
り
、
東
大
寺
八
幡
宮
の
「
顕
密
御
願
之
料
所
」
と
し
て
寄
進
を
受
け
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
小
嶋
教
寛
氏

　（4）
は
、
一
般
的
に
津
料
獲
得
の
際
に
具
体
的
な
使
途
を

限
定
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
明
確
な
使
途
は
な
く
「
顕
密
御
願
之
料
所
」
と
い
う
曖

昧
な
表
現
の
み
が
見
受
け
ら
れ
、
通
常
と
は
異
な
る
寄
進
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

既
に
「
顕
密
御
願
之
料
所
」（
以
後
、
後
述
の
と
お
り
全
体
を
指
す
言
葉
と
し
て

「
顕
密
御
願
料
」
と
表
記
す
る
）
の
獲
得
方
法
や
使
途
に
つ
い
て
は
、
先
学
に
よ
っ

て
次
の
よ
う
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
ず
、「
顕
密
御
願
料
」
の
獲
得
に

つ
い
て
は
、
畠
山
聡
氏

　（5）
と
小
嶋
教
寛
氏

　（6）
に
よ
っ
て
本
覚
大
師
諡
号
相
論

　（7）
に
お

け
る
東
寺
の
御
七
日
御
修
法
勤
修
拒
否
を
契
機
と
し
て
東
寺
・
東
大
寺
と
も
に
関
わ

り
が
あ
っ
た
聖
忠
が
自
ら
の
出
自
（
兄
が
摂
政
鷹
司
冬
春
）
を
利
用
し
て
兵
庫
関
を

獲
得
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
次
に
、「
顕
密
御
願
料
」
の
使
途
に
つ
い
て
は
、

『
兵
庫
県
史　

通
史
篇
』

　（8）
・
福
田
敬
子
氏

　（9）
に
よ
る
「
東
大
寺
八
幡
宮
の
修
造

（
慶
）

（
密
）
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料
」
と
い
う
見
解
と
『
兵
庫
県
史　

史
料
編
』

　（10）
に
よ
る
「
顕
密
祈
祷
料
」
を
指
し

て
い
る
見
解
に
二
分
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
小
嶋
氏

　（11）
は
、
時
期
的
な
変
化
が
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、「
顕
密
御
願
料
」
が
初
期
は
「
八
幡
宮
修
造
料
」
だ
っ
た

が
、
状
況
に
合
わ
せ
て
「
法
会
供
料
」
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
顕
密
御
願
料
」
に
関
す
る
研
究
は
獲
得
方
法
と
使
途
そ
れ
ぞ

れ
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
の
、
未
だ
に
「
顕
密
御
願
料
」
が
獲
得
時
の

延
慶
年
間
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
も
「
顕
密
御
願
」
と
い
う
言
葉
が
利
用
さ
れ
続
け

て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、「
顕
密
御
願
料
」
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
き

た
の
か
に
つ
い
て
は
検
討
が
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
顕
密
御
願

料
」
と
い
う
言
葉
に
着
目
し
て
考
察
す
る
こ
と
で
、「
曖
昧
な
表
現
」
で
あ
っ
た

「
顕
密
御
願
料
」
が
持
つ
語
意
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
論
に
入
る
前
に
研
究
史
に
お
い
て
「
顕
密
御
願
料
」
と
表
現
さ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
、
本
稿
で
の
立
場
を
明
確
に
し
た
い
。
史
料
上
に
見
ら
れ
る
「
顕
密
御

願
料
」
と
関
わ
る
言
葉
と
し
て
、
Ⅰ
「
顕
密
御
願
之
料
所
」

　（12）
、
Ⅱ
「
顕
密
御
願
料

足
」

　（13）
が
あ
る
。
Ⅰ
は
「
料
所
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
土
地
そ
の
も
の
を
指
し
、
Ⅱ

「
料
足
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
収
益
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
Ⅰ
は
「
顕
密

御
願
料
」
の
土
地
を
指
す
言
葉
、
Ⅱ
は
「
顕
密
御
願
料
」
の
収
益
を
指
す
言
葉
と
し

て
理
解
し
、
本
論
に
お
い
て
は
、
従
来
の
研
究
史
で
使
わ
れ
て
き
た
「
顕
密
御
願

料
」
は
土
地
や
収
益
と
い
っ
た
全
体
を
指
す
言
葉
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

本
章
で
は
、
延
慶
元
年
に
伏
見
上
皇
の
院
宣
に
は
じ
め
て
み
ら
れ
る
「
顕
密
御
願

之
料
所
」
が
そ
の
後
、「
顕
密
御
願
料
」
と
し
て
東
大
寺
や
そ
の
他
関
係
者
の
間
で

ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。

　

表
１
は
、
延
慶
年
間
の
「
顕
密
御
願
料
」
獲
得
後
か
ら
「
東
大
寺
文
書
」
等
に
見

ら
れ
る
「
顕
密
御
願
」
や
「
顕
密
」・「
御
願
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
史

料
を
一
覧
化
し
た
も
の
で
あ
る

　（14）
。「
顕
密
御
願
料
」
に
関
す
る
史
料
群
は
東
大
寺

が
兵
庫
関
を
獲
得
し
た
延
慶
年
間
か
ら
長
享
年
間
ま
で
と
そ
の
時
代
幅
は
実
に
広
く

な
っ
た
。

　

そ
こ
で
次
の
通
り
に
各
史
料
群
を
類
別
し
て
み
た
（
表
１
内
の
「
分
類
」
と
対
応
）。

分
類
ご
と
に
「
顕
密
御
願
料
」
の
意
味
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

Ⅰ
：
朝
廷
や
武
家
政
権
が
東
大
寺
八
幡
宮
へ
の
利
用
を
指
示
す
る
と
き
・
指
示
し
た

過
去
を
示
す
と
き

　

本
項
目
の
史
料
群
は
、
一
〇
点
あ
る
。
文
書
番
号
①
〜
③
は
朝
廷
と
鎌
倉
幕
府
か

ら
兵
庫
関
で
の
升
米
（
・
置
石
）
徴
収
の
許
可
を
受
け
た
も
の

　（15）
。
⑫
は
興
福
寺
と

の
兵
庫
関
競
望
に
よ
る
対
立
か
ら
発
生
し
た
正
和
四
年
の
悪
党
事
件
が
契
機
と
な
っ

て
後
伏
見
院
か
ら
獲
得
し
た
新
関
停
止
を
武
家
に
撤
回
す
る
よ
う
に
申
し
入
れ
る
院

宣
で
あ
る

　（16）
。
㉑
〜
㉓
、
㉕
〜
㉗
は
足
利
将
軍
家
な
ど
の
室
町
期
に
武
家
政
権
か
ら

発
給
さ
れ
た
文
書
で
延
慶
年
間
に
兵
庫
関
を
獲
得
し
た
際
の
条
件
で
あ
る
嶋
修
固
と

「
顕
密
御
願
料
」
に
関
料
を
充
て
る
べ
き
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　

Ⅰ
の
史
料
群
は
、
い
ず
れ
も
朝
廷
や
武
家
政
権
と
い
っ
た
関
設
置
・
関
料
獲
得
を

認
め
る
発
給
主
体
か
ら
実
際
に
関
料
を
獲
得
す
る
東
大
寺
（
東
大
寺
八
幡
宮
）
に
対

し
て
、
兵
庫
関
に
お
け
る
税
収
を
「
顕
密
御
願
料
」
と
し
て
使
用
し
て
よ
い
こ
と
を

記
し
て
い
る
文
書
群
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

１　

「
顕
密
御
願
料
」
の
用
例
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表1

典拠の①～③の典拠資料名は以下のとおり。①『兵庫県史史料編中世5』、②『東大寺文書之二十』、③『鎌倉遺文』

作成年月日 文書名 分
類

内容
（「顕密御願料」該当部分）

文書
番号 典　拠

以余剰可為顕蜜(密)御願之料所

以余剰可為顕密御願之料所

以余剰可為顕密御願之料所

八幡宮顕密御願料所摂津国経島関所雑掌申

御願之用脚令闕如

為当寺八幡宮顕密■御願料所

為当寺八幡宮顕密御願料所

東大寺八幡宮神輿造替（御願料所）

当寺八幡宮顕密御願料所摂津国兵庫嶋津料

大小御願悉及退転之条

為新御願料所

顕密重色之料所

顕密二宗重色之料所

為十箇条頼（勅）願之料所有御寄附之次第

為当寺八幡宮十箇条　勅願之料所

是又当社顕密　御願之要劇

以余剰於当社勤顕密十ヶ之御願

於四十貫文者、為顕密御願料足

拾箇御願等

全領知可専御願以下同嶋修固等之由

諸御願之布施等可有支配之間事

所詮於御願者、厳密可被執行之

且専諸御願

可被専御願之由

十ケノ御願ノ料所也

大仏殿八幡宮為十箇之御願料所

伏見上皇院宣案

関東御教書案

六波羅施行状案

東大寺年預五師實玄書状

年預五師実専下知状案

年預五師某書状案

東大寺年預披露状

兵庫関所雑掌珍賢申状案

東大寺年預五師實專書状土代

東大寺年預五師慶算書状案

東大寺申状案

後伏見上皇院宣案

東大寺衆徒等連署起請文

東大寺衆徒等連署起請文

東大寺八幡宮神人等申状土代

東大寺衆徒評定事書案

東大寺訴条々事書

東大寺年預五師（實專カ）書状案

東大寺衆徒評定事書土代

兵庫関雑掌俊賢・長賢連署請文案

将軍足利義持御判御教書

室町将軍家御教書案

室町将軍家御教書

東大寺年預代憲祐等連署起請文

室町幕府奉行人連署奉書

室町将軍家御教書

室町将軍家御教書

東大寺法華堂要録

東大寺衆徒群議事書土代

延慶元年十二月二十七日

延慶三年四月二十九日

延慶三年八月二十三日

延慶四年正月二十日

（応長元年）六月十四日

応長元年六月十九日

応長元年六月二十八日

応長元年後六月日

応長元年後六月十三日

正和三年八月十三日

正和四年九月日

（正和五年）四月十八日

文保二年十二月二十六日

元応二年三月十二日

正慶元年八月日

正慶元年十一月八日

元弘三年八月日

（暦応四年十月）

文和二年十一月二十八日

明徳二年七月二十日

応永二十八年十二月九日

応永三十年三月十七日

応永三十年五月七日

室町時代（足利義持期）

永享五年五月二十八日

文安四年十二月二十一日

宝徳三年十月二十日

長禄四年条

長享二年二月日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

①３

①９

①10

①21②1388

①17

①16②1380

①20②1304

①19②1366

③24332

①36②1385

①33

①40②1323

①46③26910

①47

①109

①117

①122②1300

①162②1309

①203

①208②1360

①205②1308

①206

①213

①246

①253

①281

①322②1325

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

①192
②1387 · 1406

①99②1393
③31836

去延慶年中於当社八幡宮被始置十箇条勅願
之時、（中略）当社御願之要劇空及損失之間

全関得分可専御願造営以下并嶋修固等之由
所被仰下也

当寺八幡宮新御願料所兵庫嶋関所者（中略）
始行厳重数箇之御願之次第
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Ⅱ
：
東
大
寺
が
東
大
寺
八
幡
宮
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
相
手
に
示
す
と
き

　

本
項
目
の
史
料
群
は
、
そ
の
他
の
史
料
群
に
比
べ
て
量
が
多
く
一
八
点
あ
る
。
文

書
番
号
④
（
播
磨
国
営
崎
（
江
井
崎
）
商
人
）・
⑤
⑥
⑦
（
兵
庫
関
雑
掌
）・
⑧
（
兵

庫
嶋
住
民
）・
⑨
（
住
吉
社
）・
⑩
⑭
（
興
福
寺
）・
⑪
（
六
波
羅
探
題
）・
⑬
⑯
⑰

（
朝
廷
）・
⑮
（
福
泊
）・
⑲
（
室
町
幕
府
）・
㉙
（
相
国
寺
及
び
等
持
寺
）・
⑱
（
不

明
）
は
、
い
ず
れ
も
東
大
寺
が
各
寺
社
・
権
力
等
（
文
書
番
号
の
後
に
あ
る
（ 

））

と
問
題
を
抱
え
た
と
き
に
兵
庫
関
が
「
顕
密
御
願
料
」
の
地
で
あ
る
こ
と
を
表
す
た

め
に
用
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
㉔
は
、
東
大
寺
年
預
で
あ
っ
た
憲
祐
ら
に
よ
る

起
請
文
で
㉑
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

　（17）
。
㉘
は
東
大
寺
法
華
堂
衆
が
記
し

た
日
記
で
あ
る
『
東
大
寺
法
華
堂
要
録
』
内
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

Ⅱ
の
史
料
群
は
、
㉑
・
㉘
を
除
い
て
、
東
大
寺
側
が
各
相
手
を
訴
え
る
際
に
兵
庫

関
が
重
要
な
地
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
用
い
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
が
分
か

る
。

Ⅲ
：
兵
庫
関
税
収
の
使
用
用
途
を
示
す
と
き

　

本
項
目
の
史
料
群
は
、
文
書
番
号
⑳
の
一
点
の
み
で
あ
る
。
当
該
文
書
は
、
兵
庫

関
の
関
料
が
九
十
貫
文
加
増
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
請
文
で
あ
る
。
寺
方
六
十
貫
文

の
う
ち
四
十
貫
文
を
「
顕
密
御
願
料
足
」
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。

　

Ⅲ
の
史
料
群
は
、
⑳
の
み
で
東
大
寺
側
が
「
顕
密
御
願
料
」
と
し
て
税
収
を
確
保

す
る
こ
と
を
求
め
る
意
思
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
と
三
分
類
で
分
け
て
み
た
が
、
そ
の
用
例
の
ほ
と

ん
ど
が
発
給
主
体
で
あ
っ
た
朝
廷
や
武
家
政
権
が
東
大
寺
に
「
顕
密
御
願
料
」
と
し

て
認
め
て
い
る
場
合
と
逆
に
東
大
寺
が
東
大
寺
内
部
や
朝
廷
・
武
家
政
権
等
に
対
し

て
、
兵
庫
関
が
「
顕
密
御
願
料
」
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
場
合
の
ど
ち

ら
か
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

一
方
で
、
兵
庫
関
に
お
け
る
「
顕
密
御
願
料
足
」
と
い
う
税
収
は
、
文
書
番
号
⑳

の
１
例
の
み
で
あ
り
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
税
収
が
存
在
し
え
な
か
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。
確
か
に
、
東
大
寺
領
兵
庫
関
で
徴
収
さ
れ
た
関
料
は
、「
兵
庫
関
月
宛
供

料
結
解
状
」

　（18）
に
お
い
て
使
用
用
途
が
確
認
で
き
、
先
述
の
と
お
り
既
に
先
学
に
よ

っ
て
多
岐
に
及
ぶ
そ
の
明
確
な
使
途
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

　（19）
。
例
え
ば
小
嶋
氏

は
、
嘉
暦
二
年
以
前
に
お
い
て
は
「
八
幡
宮
造
営
料
」
と
「
法
会
供
料
」
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
「
仏
聖
供
料
・
法
会
供
料
と
も
に
多
く
が
八
幡
宮
に
関

連
し
、
ま
た
「
顕
密
」
そ
れ
ぞ
れ
の
属
性
を
有
し
て
お
り
、
八
幡
宮
領
「
顕
密
御
願

料
所
」
の
寄
進
名
目
と
直
接
的
に
対
応
す
る
。」
と
述
べ
て
い
る

　（20）
。

　

で
は
、
実
際
の
税
収
項
目
で
は
な
い
「
顕
密
御
願
料
」
を
東
大
寺
は
ど
う
い
っ
た

意
味
合
い
で
使
用
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
章
を
改
め
、
次
章
で
は
Ⅱ
の
分

類
項
目
に
注
目
し
て
検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　

東
大
寺
側
が
「
顕
密
御
願
料
」
を
使
用
し
た
項
目
（
表
１
の
分
類
Ⅱ
）
は
、
先
述

の
と
お
り
文
書
番
号
④
〜
⑪
・
⑬
〜
⑲
・
㉔
・
㉘
・
㉙
で
あ
り
、
そ
の
大
半
が
各
寺

社
・
権
力
等
と
問
題
を
抱
え
た
と
き
に
兵
庫
関
が
「
顕
密
御
願
料
」
の
地
で
あ
る
こ

と
を
表
す
た
め
に
用
い
た
。

　

例
え
ば
、
⑨
で
あ
れ
ば
そ
の
全
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る（
傍
線
・
返
り
点
は

著
者
が
記
入
し
た
）

　（21）
。

　
　

被
二
衆
議
一

、
当
寺
八
幡
宮
顕
密
御
願
料
所
摂
津
国
兵
庫
嶋
津
料
、
任
二　

院

　
　

宣
一
加
二
沙
汰
一
之
処
、
住
吉
神
領
船
違
二
背　

勅
裁
一
、
不
レ
勤
二
有
限
之
役
一
、

２　

東
大
寺
に
よ
る
「
顕
密
御
願
料
」
の
使
用
法
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し
た
際
の
文
書
な
ど
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
朝
廷
や
武
家
政
権
な
ど
の
「
外
部
」
に

対
し
て
も
地
位
を
示
す
意
味
で
「
顕
密
御
願
料
」
を
用
い
て
い
た
か
は
こ
の
一
件
だ

け
で
は
確
か
め
ら
れ
な
い
が
、
武
家
政
権
に
対
し
送
っ
た
書
状
で
あ
る
⑧

　（22）
に
も

「
東
大
寺
八
幡
宮
神
輿
造
替
」

　（23）
と
あ
り
、
ま
た
⑬
で
あ
れ
ば
伏
見
上
皇
か
ら
後
宇

多
法
皇
に
皇
統
が
移
っ
た
こ
と
で
兵
庫
関
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
「
返

付
」
を
求
め
る
史
料
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
「
兵
庫
関
所
者
、
顕
密
重
色
之
料
所
」

　（24）

と
あ
っ
て
、
朝
廷
や
武
家
政
権
に
送
る
書
状
内
に
も
、
兵
庫
関
が
「
顕
密
御
願
料
」

の
重
要
な
場
所
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
か
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
顕
密
御
願
料
」
は
、
東
大
寺
が
兵
庫
関
を
獲
得
し
た
後
、

地
位
や
重
要
性
を
表
す
言
葉
と
し
て
用
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
先
述

し
た
と
お
り
兵
庫
関
の
税
収
項
目
は
多
岐
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
総
称
と
し
て
「
顕
密

御
願
料
」
と
表
現
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
曖
昧
さ
ゆ
え
に
実
際
に
ど
の
よ

う
な
方
法
で
使
っ
て
い
て
も
問
題
が
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
改
め
て
ま
と
め
て
み
よ
う
と
思
う
。

①
延
慶
年
間
の
「
顕
密
御
願
料
」
獲
得
時
か
ら
「
東
大
寺
文
書
」
等
に
見
ら
れ
る

「
顕
密
御
願
」
や
「
顕
密
」・「
御
願
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
史
料
を
抜

き
出
し
た
と
こ
ろ
、
獲
得
時
の
延
慶
か
ら
長
享
に
至
る
ま
で
の
広
い
範
囲
で
確
認
で

き
た
。
②
そ
こ
で
、
Ⅰ
〜
Ⅲ
に
分
類
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
大
半
が
、
発
給
主
体

で
あ
っ
た
朝
廷
や
武
家
政
権
が
東
大
寺
に
「
顕
密
御
願
料
」
と
し
て
認
め
て
い
る
場

合
と
逆
に
東
大
寺
が
東
大
寺
内
部
や
朝
廷
・
武
家
政
権
等
に
対
し
て
、
兵
庫
関
が

「
顕
密
御
願
料
」
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
場
合
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
こ

　
　

結
句
□
□
□
□
□
□
□
押
二
寄
関
所
一
、
切
レ
幕
破
レ
屋
、
奪
二
取 

□ 

貨
財
物
等
一
、

　
　

狼
藉
之
所
行 

□ 

絶
二
于
常
篇
一
、
科
條
之
所
責
、
専
可
レ
在
二
社
務
一
、
所
詮
於
二 

　
　

□ 
神
主
国
冬
一
者
、
不
日
可
レ
被
レ
処
二
遠
流
重
科
一
者
也
、
不
レ
然
者
、
向
後
傍

　
　

輩
之
狼
藉
更
不
レ
可
二
断
絶
一
、
御
願
要
脚
曽 

□ 

無
二
其
実
一
者
歟
、
以
二
此
趣
一

　
　

忩
可
レ
有
二
御　

奏
聞
一
之
由
、
可
レ
令
レ
洩
二
申
入
一
給
候
旨
衆
議
所
候
也
、

　
　

恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

（
応
長
元
年
）
後
六
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
預
五
師

　
　

謹
上　

□
□
□
□
□
□

　
　
　
　
　

帥
上
座
御
房

⑨
は
東
大
寺
が
兵
庫
関
を
獲
得
し
て
す
ぐ
に
発
生
し
た
住
吉
社
と
の
違
乱
問
題
の
際

に
、
東
大
寺
年
預
五
師
が
東
南
院
の
聖
忠
に
対
し
て
住
吉
社
神
主
津
守
国
冬
の
流
罪

を
朝
廷
に
奏
聞
す
る
よ
う
要
求
す
る
に
至
っ
た
際
に
作
成
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
。

「
顕
密
御
願
料
」
に
つ
い
て
は
、
史
料
冒
頭
に
「
当
寺
八
幡
宮
顕
密
御
願
料
所
摂
津

国
兵
庫
嶋
津
料
」（
傍
線
部
）
と
見
え
、
兵
庫
嶋
の
津
料
す
な
わ
ち
兵
庫
関
が
東
大

寺
八
幡
宮
の
「
顕
密
御
願
料
所
」
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
少
な
く

と
も
東
大
寺
内
に
お
い
て
、
兵
庫
関
が
「
顕
密
御
願
料
」
の
地
で
あ
る
こ
と
が
重
要

視
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
意
識
的
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
形
で
の
「
顕
密
御
願
料
」
と
い
う
言
葉
の
利
用
は
表
１
の
分
類
Ⅱ
内
に
お

い
て
共
通
し
て
み
ら
れ
、
東
大
寺
が
兵
庫
関
に
関
し
て
「
顕
密
御
願
料
」
と
い
う
言

葉
を
用
い
る
際
に
は
、
そ
の
重
要
性
や
地
位
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
用
い
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
顕
密
御
願
料
」
と
い
う
言
葉
は
東
大
寺
に

と
っ
て
、
先
述
し
た
と
お
り
兵
庫
関
の
税
収
項
目
を
指
す
言
葉
で
は
な
く
、「
顕
密

御
願
料
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
東
大
寺
内
に
お
け
る
関
所
の
地
位
を
示
す
言
葉
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
東
大
寺
文
書
内
に
は
、
実
際
に
⑨
を
朝
廷
に
奏
聞

お
わ
り
に

御　
願　
料　
所

（
刀
傷
当
社
神
人
）

（
大
輔
法
眼
御
房
）

（
或
船
中
構
矢
倉
或
）

（
銭
貨
）

（
已
）

（
抂
領
之
振
舞
頗
超
于
強
盗
者
乎
）

（
彼
社
）

（
以
応
）
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と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
③
「
顕
密
御
願
料
」
を
東
大
寺
が
ど
う
い
っ
た
意
味
合
い

で
使
用
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
東
大
寺
が
作
成
し
た
史
料
内
に
見

え
る
「
顕
密
御
願
料
」
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
東
大
寺
内
外
で
兵
庫
関

が
「
顕
密
御
願
料
」
の
地
と
い
う
重
要
地
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
か
け
る
た
め
に
用
い

て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
実
際
の
使
用
用
途
と
し
て
多
岐
に
渡
っ

て
い
た
兵
庫
関
の
税
収
を
総
称
し
て
「
顕
密
御
願
料
」
と
呼
び
、
そ
の
曖
昧
さ
ゆ
え

に
様
々
な
用
途
に
も
ち
い
て
い
た
こ
と
も
分
か
っ
た
。
な
お
、
表
１
の
分
類
Ⅰ
で
使

用
さ
れ
る
「
顕
密
御
願
料
」
に
つ
い
て
は
、
認
可
側
の
立
場
で
あ
る
朝
廷
や
武
家
政

権
が
発
給
側
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
当
然
認
可
時
の
名
目
と
し
て
「
顕
密
御
願
料
」

を
認
め
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。

　

さ
て
、
今
回
の
検
討
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
実
際
の
税
収
項
目
ば
か
り
が
注
目
さ

れ
て
き
た
が
、
そ
の
総
称
た
る
「
顕
密
御
願
料
」
に
も
東
大
寺
側
の
意
図
が
多
分
に

含
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
東
大
寺
が
延
慶
年
間
に
手
に
入
れ
た

「
顕
密
御
願
料
」
と
い
う
税
収
の
名
目
を
上
手
く
利
用
し
て
い
る
感
は
否
め
な
い
。

す
る
と
、
聖
忠
は
こ
う
し
た
利
用
を
見
越
し
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
疑
問
点
が
浮
か

ん
で
く
る
。
他
に
も
聖
忠
が
な
ぜ
兵
庫
関
に
目
を
つ
け
た
の
か
に
つ
い
て
も
兵
庫
津

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
今
後
明
ら
か
に
す
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
獲
得
時
に
お

け
る
「
顕
密
御
願
料
」
と
兵
庫
関
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（1）　

兵
庫
県
史
編
集
専
門
委
員
会
編
『
兵
庫
県
史　

通
史
篇
』
第
二
巻
（
一
九
七
五
年
）

（2）　

兵
庫
関
を
東
大
寺
や
興
福
寺
が
獲
得
で
き
た
理
由
や
関
所
経
営
に
関
し
て
の
研
究

は
、
主
に
兵
庫
県
史
編
集
専
門
委
員
会
編
『
兵
庫
県
史　

通
史
篇
』
第
二
巻
（
一
九

七
五
年
）
や
新
修
神
戸
市
史
編
集
委
員
会
『
新
修
神
戸
市
史　

歴
史
篇
Ⅱ
古
代
・
中

世
』（
二
〇
一
〇
年
）
を
中
心
的
に
述
べ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
永
村

眞
「
東
大
寺
油
倉
の
成
立
と
そ
の
経
済
活
動
」（『
中
世
東
大
寺
の
組
織
と
経
営
』
塙

書
房
、
一
九
八
九
年
）、
錦
昭
江
「
中
世
的
関
所
の
構
造
的
展
開
」（
悪
党
研
究
会
編

『
悪
党
の
中
世
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
八
年
）
畠
山
聡
「
中
世
東
大
寺
に
よ
る
兵
庫

関
の
経
営
と
そ
の
組
織―

関
務
権
の
所
在
を
中
心
と
し
て―

」（『
日
本
史
研
究
』
四

九
四
号
、
二
〇
〇
三
年
）、
小
嶋
教
寛
A
「
兵
庫
関
の
税
収
使
途
に
関
す
る
一
考
察―

鎌
倉
末
期
の
兵
庫
関
結
解
状
を
素
材
に―

」（『
年
報
三
田
中
世
史
研
究
』
一
六
号
、

二
〇
〇
九
年
）、
同
B
「
東
大
寺
領
兵
庫
関
の
寄
進
に
み
え
る
密
教
的
背
景
と
そ
の
影

響―

「
顕
密
御
願
料
」
の
実
像
を
め
ぐ
っ
て―

」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第

九
号
、
二
〇
一
六
年
）
が
あ
る
。

（3）　
「
伏
見
上
皇
院
宣
案
」（
内
閣
文
庫
所
蔵
摂
津
国
古
文
書
、
兵
庫
県
史
編
集
専
門
委

員
会
編
『
兵
庫
県
史　

史
料
編
』
中
世
五
（
一
九
九
〇
年
）
文
書
番
号
三
所
収
）。

（4）　

註
２
小
嶋
A
論
文
同

（5）　

註
２
畠
山
同

（6）　

註
２
小
嶋
B
論
文
同

（7）　

後
宇
多
院
が
自
ら
に
伝
法
灌
頂
を
授
け
た
真
光
院
禅
助
へ
の
勧
賞
と
し
て
、
仁
和

寺
広
沢
流
の
流
祖
益
信
へ
の
大
師
号
諡
号
に
対
し
て
、
取
り
消
し
を
求
め
る
延
暦
寺

と
諡
号
を
求
め
る
東
大
寺
や
東
寺
・
仁
和
寺
を
中
心
と
し
た
東
密
系
諸
寺
院
の
相
論
。

最
終
的
に
鎌
倉
幕
府
の
調
停
に
よ
り
、
大
師
号
辞
退
と
い
う
延
暦
寺
衆
徒
の
全
面
勝

利
で
終
わ
っ
た
。（『
国
史
大
辞
典
』）

（8）　

註
１
同
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（9）　

福
田
敬
子
「
鎌
倉
後
期
の
寄
進
関
（
上
）」（『
神
戸
高
専
研
究
紀
要
』
第
三
八―

一
』、
一
九
九
九
年
）

（10）　

兵
庫
県
史
編
集
専
門
委
員
会
編
『
兵
庫
県
史　

史
料
編
』
中
世
五
（
一
九
九
〇
年
）

（11）　

註
２
小
嶋
A
B
論
文
同
。
な
お
、
小
嶋
氏
は
B
論
文
に
て
、
顕
密
御
願
料
を
東
大

寺
八
幡
宮
の
修
造
料
と
し
て
捉
え
る
見
方
を
し
て
い
る
先
行
研
究
と
し
て
宇
佐
美
隆

之
氏
と
畠
山
聡
氏
（
註
２
畠
山
同
）
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
宇
佐
美
氏
の
当
該
論

文
（「
関
の
本
質
と
場
」『
日
本
中
世
の
流
通
と
商
業
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九

年
）・
畠
山
氏
の
当
該
論
文
と
も
に
そ
う
し
た
考
え
が
見
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
発
表

者
の
研
究
史
の
整
理
で
は
、
こ
の
両
者
を
除
外
し
て
検
討
し
て
い
る
。

（12）　
「
顕
密
御
願
之
料
所
」
と
し
て
い
る
史
料
と
し
て
、
表
１
に
お
け
る
史
料
番
号
①
・

②
・
③
・
④
・
⑥
・
⑦
・
⑧
・
⑨
・
⑩
・
⑫
・
⑬
・
⑭
・
⑯
・
⑰
・
㉘
・
㉙
が
あ
げ

ら
れ
る
。

（13）　
「
顕
密
御
願
之
料
足
」
と
し
て
い
る
史
料
と
し
て
、
表
１
に
お
け
る
史
料
番
号
⑳
が

あ
げ
ら
れ
る
。

（14）　

兵
庫
関
に
関
す
る
史
料
を
探
す
に
あ
た
り
、
以
下
の
史
料
集
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

活
用
し
た
。
①
兵
庫
県
史
編
集
専
門
委
員
会
編
『
兵
庫
県
史　

史
料
編
』
中
世
五

（
一
九
九
〇
年
）、
②
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
纂
『
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
第
十
八

　

東
大
寺
文
書
之
二
十
』（
二
〇
〇
八
年
）、
③
竹
内
理
三
編
『
鎌
倉
遺
文
』（
一
九
七

一
年
〜
一
九
九
五
年
）、
④
東
大
史
料
編
纂
所
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

　

（https://w
w
w
ap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/

、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
確
認
で
き
る
史

料
の
み
）

（15）　

註
２
『
新
修　

神
戸
市
史
』
同

（16）　

註
２
『
新
修　

神
戸
市
史
』
同

（17）　
「
東
大
寺
年
預
代
憲
祐
等
連
署
起
請
文
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
纂
『
大
日
本
古

文
書
家
わ
け
第
十
八　

東
大
寺
文
書
之
二
十
』（
文
書
番
号
一
三
六
〇
、
二
〇
〇
八
年
）

（18）　
「
兵
庫
関
月
宛
供
料
結
解
状
」
は
、
兵
庫
県
史
編
集
専
門
委
員
会
編
『
兵
庫
県
史　

史
料
編
』
中
世
五
（
一
九
九
〇
年
）
で
確
認
で
き
る
だ
け
で
も
一
八
件
以
上
あ
る
。

（
文
書
番
号
一
四
・
七
七
・
七
八
・
七
九
・
八
一
・
八
二
・
八
六
・
九
〇
・
九
四
・

九
五
・
一
〇
二
・
一
〇
三
・
一
〇
四
・
一
〇
五
・
一
〇
六
・
一
〇
七
・
一
〇
八
・
一

六
七
等
）

（19）　

永
村
眞
「
東
大
寺
油
倉
の
成
立
と
そ
の
経
済
活
動
」（『
中
世
東
大
寺
の
組
織
と
経

営
』
塙
書
房
、
１
９
８
９
年
）、
錦
昭
江
「
中
世
的
関
所
の
構
造
的
展
開
」
（
悪
党
研

究
会
編
『
悪
党
の
中
世
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
八
年
）、
註
２
小
嶋
A
B
論
文
同

（20）　

註
２
小
嶋
A
B
論
文
同

（21）　
「
東
大
寺
年
預
五
師
實
專
書
状
土
代
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
纂
『
大
日
本
古
文

書
家
わ
け
第
十
八　

東
大
寺
文
書
之
二
十
』（
文
書
番
号
一
三
八
〇
、
二
〇
〇
八
年
））

（22）　
「
兵
庫
関
所
雑
掌
珍
賢
申
状
案
」（
兵
庫
県
史
編
集
専
門
委
員
会
編
『
兵
庫
県
史　

史
料
編
』
中
世
五
（
文
書
番
号
一
七
、
一
九
九
〇
年
）
の
端
裏
書
に
「
関
所
雑
掌
珍

賢
守
護
所
申
状
案　

応
長
元
年
後
六
月　

日
」
と
あ
る
。

（23）　

註
19
同
史
料

（24）　
「
東
大
寺
衆
徒
等
連
署
起
請
文
」（
兵
庫
県
史
編
集
専
門
委
員
会
編
『
兵
庫
県
史　

史
料
編
』
中
世
五
（
文
書
番
号
四
六
、
一
九
九
〇
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
兵
庫
県
企
画
部
地
域
振
興
課
・
当
館
学
芸
員
）
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